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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                       委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年４月１日 １３時４５分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市禄剛
ろっこう

埼北東方沖 

禄剛埼灯台から真方位０４１°１９.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°４６.４′ 東経１３７°３５.６′） 

事故調査の経過  平成２５年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 一恵
か ず え

丸、７.９トン 

  ＩＫ２－５６６３（漁船登録番号）、個人所有 

  １４.２０ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.２１ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、３８９kＷ、昭和４８年９月 

Ｂ 漁船 大勝
だいかつ

丸、９.７トン 

  ＩＫ２－５５７１（漁船登録番号）、個人所有 

  １６.１０ｍ（Lr）×３.７０ｍ×１.２５ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、５０２kＷ、平成１１年９月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳  

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成９年９月８日 

    免許証交付日 平成２４年４月１６日 

           （平成２９年９月７日まで有効） 

  甲板員Ａ1 （インドネシア共和国籍） 男性 ２６歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５０年１０月２４日 

    免許証交付日 平成２２年３月１日 

           （平成２７年１０月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 行方不明 1 人（甲板員Ａ1）、軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 沈没（全損） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、甲板員Ａ1 及び甲板員Ａ2 の３人が乗り組み、珠洲
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市蛸島
たこじま

漁港北東方沖の水深約４００ｍの漁場において、あまえび底引

き網漁に従事し、４回のえい
．．

網で約１５０kg の漁獲を得た後、平成

２５年４月１日１１時２０分ごろ北西方に向けて約１.１ノットの対

地速力で５回目のえい
．．

網を開始した。 

 Ａ船は、１２時００分ごろ前進できなくなったので、えい
．．

網中の網

の一部が根掛かりしたものと思い、機関の回転を上げて離脱を試みた

ものの、容易に外れそうになかったので、機関を中立にした後、とり

あえず、揚網に取り掛かることにし、１２時１０分ごろ船首部から巻

き込みを開始した。 

 Ａ船は、１２時４５分ごろ１,０００ｍの前綱
まえつな

及びチェーンを巻き

終わり、奥
おく

綱
つな

を５０ｍまで巻き込んだところ、ラインホーラーに掛か

る負荷が増して巻き込みが停止し、根が船首部直下に位置する状況と

なった。 

 船長Ａは、自船の西方約２Ｍの所において、あまえび底引き網漁に

従事していた僚船であるＢ船に根掛かりしたと伝えたところ、Ｂ船が

えい
．．

航するとの申出があり、えい
．．

航してほしい旨を依頼し、根掛かり

した方向と反対方向に船首部からえい
．．

航してもらうため、ストッパー

を取って奥綱の連結部を切り、奥綱の一端を右舷側通路を通って船尾

部の舷縁に立てた高さ約５０cm のスタンションをかわし、操舵室後

部のフックに掛けた長さ約５ｍの索に接続したところ、Ａ船は北西を

向き、奥綱が張って根が船尾部直下に位置する状況となった。 

 Ｂ船は、Ａ船から根掛かりしたとの連絡を受けたので、揚網中の網 

を揚げきって操業を終え、１３時３５分ごろＡ船に駆けつけて右舷側

から接近し、甲板員Ｂが、長さ約５０ｍのえい
．．

航索に取り付けた先索

を投げ、一方をＢ船の操舵室後方のフックに掛け、もう一方をＡ船の

船首たつに掛けさせ、えい
．．

航の準備を整えた。 

 このとき、Ａ船は、根掛かりした奥綱が、スタンションの上端を越

えて右舷舷縁越しに右舷の下方向に強く張って延びるようになってい

た。 

 船長Ｂは、船長Ａからの漁業無線による「左、左」との連絡を受

け、左転してＡ船を左転させて南方を向かせ、Ｂ船をＡ船のやや右舷

前方に位置させた後、機関をほぼアイドリング状態の回転数毎分

（rpm）５００として南方に向けてえい
．．

航を始め、次第に８００rpm

まで上げた。 

 船長Ａは、その後、甲板員Ａ1 及び甲板員Ａ2 と共に奥綱にストッパ

ーを取り、スタンションをかわして船尾方に取り直そうとし、２回試

みたものの、ストッパーの索が切れたり、緩みが不足したりして取り

直しができず、３回目の取り直しを試みるうち、１３時４４分ごろ船

体がみるみるうちに右傾斜を始め、右舷側３か所のスカッパーから海

水が流入し、右舷側への傾斜が増した。 
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 船長Ａは、Ｂ船にえい
．．

航を停止させるため、連絡しようとして慌て

て操舵室に戻る一方、甲板員Ａ1 及び甲板員Ａ2 が、バラストタンクに

海水を注入しようとして左舷船首甲板に向かい、船長Ａにポンプの電

源を入れるように頼んだが、注入する間もなく、１３時４５分ごろ、

右舷側に大きく傾斜し、転覆した。 

 船長Ａは、転覆して反転したＡ船の操舵室から機関室に逃れ、しば

らく同室に留まったものの、船尾側のバッテリー室から脱出し、数分

後に海面に浮上した。 

 甲板員Ａ2 は、船体の下方に一旦閉じこめられたものの、間もなく

船体をかわして浮上した。 

 船長Ｂは、Ａ船の転覆に気付いて機関を中立とし、別の僚船にＡ船

が転覆した旨を連絡した後、甲板員Ｂがえい
．．

航索を放してＡ船から離

れ、左転してＡ船の至近に戻り、船首方に甲板員Ａ2 を認めて救命浮

環を投下したが、その際、甲板員Ａ2 の南東方約５ｍの所の海面で両

手をばたつかせている甲板員Ａ1を認めた。 

 甲板員Ａ2 は、Ｂ船が投下した救命浮環につかまり、甲板員Ｂが指

さす甲板員Ａ1 のいる方向に向かい、甲板員Ａ1 を探したものの、見付

けることができなかった。 

 船長Ｂは、船内から脱出した船長Ａを、その後、甲板員Ａ2 をそれ

ぞれ助け上げたものの、甲板員Ａ1を見付けることができなかった。 

 甲板員Ｂは、携帯電話で漁業協同組合に事故を通報し、同組合を経

由して海上保安部に救助を求めた。 

 Ａ船は、１５時２５分ごろ転覆した場所付近で沈没した。 

 船長Ａ及び甲板員Ａ2 は、来援した海上保安部の巡視船艇、僚船と

共に甲板員Ａ１の捜索に当たり、１７時００分に当日の捜索を終えた

後、蛸島漁港に戻った。 

 気象・海象 

 

(1) 気象 

 ① Ａ船の観測 

  天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

 ② Ｂ船の観測 

  天気 晴れ、風向 南東、風力 ２ 

 ③ 本事故発生場所の南西方約４５km 付近に位置する珠洲市所在

の珠洲地域気象観測所の本事故当日の観測値は、次のとおりであ

った。 

時刻 

（時：分） 

１０分間平均 最大瞬間 気温

（℃） 風向 風速（m/s） 風向 風速（m/s） 

13:00 ＥＳＥ 2.2  ＳＥ 5.6  10.6  

13:10 ＥＳＥ 2.9  ＳＥ 5.8  9.9  

13:20 ＳＥ 3.1  ＳＥ 5.5  9.8  
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13:30 ＥＳＥ 2.6  ＥＳＥ 5.2  9.8  

13:40 ＳＥ 2.9  ＳＥ 5.7  9.8  

13:50 ＳＥ 2.7  ＳＥ 5.1  10.0  

14:00 ＳＥ 2.3  ＳＥ 4.4  9.8  

14:10 ＥＳＥ 2.3  ＳＥ 5.2  9.8  

14:20 ＥＮＥ 2.4  ＳＥ 4.5  9.2  

(2) 海象 

 ① Ａ船の観測 

  波向 南東、波高 約０.５ｍ 

 ② Ｂ船の観測 

  波向 南東、波高 約０.５ｍ 

 ③ 海洋速報（４月１日の海況） 

  表面水温 １０℃ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、船長Ｂと縁戚関係にあり、Ｂ船の甲板員として長く乗船

し、船長職としての経験が少ないとの意識を持っており、船長Ｂは、

漁ろうに長く従事し、豊富な経験があると思っていた。 

 Ａ船が行う底引き網漁は、左掛け回しの底引き網漁であり、約１,

０００ｍの前綱にチェーンを介して接続した約４００ｍの奥綱、約６

０ｍの寄綱、そで網に袋網をそれぞれ順に取り付け、他方のそで網に

同様の綱及びチェーンを接続していた。 

 Ａ船の１回の操業は、掛け回しに約２０分、えい
．．

網に約１時間４０

分、揚網に約４０分の計約２時間を要していた。 

 Ａ船は、えい
．．

網中の根掛かりを月に１回程度の割合で経験してお

り、これまで根掛かりした場所をＧＰＳプロッター上に入力し、入力

したデータを僚船同士で共有していた。 

 Ａ船は、根掛かりする場所を把握していたので、西方に向けてえい
．．

網を開始したが、風潮流によって圧流され、北西方向きの進路となっ

た。 

 Ａ船及びＢ船は、根掛かりした場合の対応については、機関を使用

したり、網を切断したりして自力で脱出する場合がほとんどであり、

僚船にえい
．．

航してもらうことはまれであった。 

 Ａ船及びＢ船は、漁業無線を使用していたものの、えい
．．

航を行うに

当たり、Ａ船とＢ船との位置関係、えい
．．

航する方向、機関の使用など

について、両船間で打合せ及び検討を余り行わずにえい
．．

航を開始し

た。 

 船長Ｂは、根掛かりした際、根掛かりした方向と反対方向に馬力の

ある船で力任せに全速力前進でえい
．．

航すれば、根掛かりから離脱で

き、漁網を破る覚悟でえい
．．

航する必要があると考えていた。 

 甲板員Ａ1 は、青色の雨カッパの上下及び 橙
だいだい

色のベルト式救命胴

衣を着用し、長靴を履き、白色のヘルメットをかぶっていた。 
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甲板員Ａ2 は、甲板員Ａ1 と同じ救命胴衣を着用していたが、船長Ａ

は、着用していなかった。 

 船長Ａの口述によれば、甲板員Ａ1は、泳ぐことができなかった。 

（付図１ 発生場所付近略図、付図２ 発生に至るＡ船及びＢ船の位

置関係 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

 Ａ船は、禄剛埼北東方沖において、Ｂ船にえい
．．

航されて根掛かりか

らの離脱作業を行う際、両船間で事前の打合せを適切に行わず、Ａ船

の右舷前方にＢ船が位置し、奥綱が右舷の下方向に張った状態でえい
．．

航が開始されたことから、えい
．．

航索及び奥綱の張力でＡ船を右舷側に

傾斜させる力が働き、Ａ船が右舷側に転覆したものと考えられる。 

船長Ａは、根掛かりした場合、他船にえい
．．

航されて離脱した経験は

まれであり、また、船長Ｂは、根掛かりした方向と反対方向に馬力の

ある船で力任せにえい
．．

航すれば、根掛かりから離脱できると思ってお

り、奥綱の方向を考慮し、Ａ船とＢ船との位置関係、えい
．．

航方向など

について、両船長が事前の打合せを適切に行っておらず、えい
．．

航が開

始された可能性があると考えられる。 

甲板員Ａ1は、行方不明となった。 

原因  本事故は、Ａ船が、禄剛埼北東方沖において、Ｂ船にえい
．．

航されて

根掛かりからの離脱作業を行う際、両船間で事前の打合せを適切に行

わず、Ａ船の右舷前方にＢ船が位置し、奥綱が右舷の下方向に張った

状態でえい
．．

航が開始されたため、えい
．．

航索及び奥綱の張力でＡ船を右

舷側に傾斜させる力が働き、Ａ船が右舷側に転覆したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中、根掛かりした際、他船にえい
．．

航させて離脱を図る場合に

は、両船間で事前にえい
．．

航する方向、機関の使用などについて、

十分に検討し、えい
．．

航を開始すること。 

 ・えい
．．

航中は、両船間で十分な連絡体制を維持し、両船相互の状況

を十分に確かめること。 

 ・操業中、根掛かりした際、漁網を切断するなどして自力で離脱す

ることを有力な選択肢として検討すること。 
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付図１ 発生場所付近略図 
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付図２ 発生に至るＡ船及びＢ船の位置関係 
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